
「集団研修施設かっこう」 利用時の注意事項について 

この度は集団研修施設かっこうをご利用いただきありがとうございます。施設を利用いただくにあ

たり、次の事項にご注意いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

○利用申請書に記載の入退館時間を厳守してください。申請後に入退館時間の変更があった場合

は下記の問合先までご連絡ください。 

 

○入館時には利用許可書（利用申請者に対して芽室町教育委員会より送付）をご持参ください。 

 

○芽室町公共施設における受動喫煙対策に関する基本方針に基づき、集団研修施設かっこうの敷

地内は屋内・屋外ともに全面禁煙となっております。 

 

○２２時～翌６時までの間は管理人の休憩時間となりますので、緊急時を除き対応いたしかねます。

上記時間帯は施設出入口も施錠されるため、出入ができなくなりますので、ご了承ください。ま

た、上記時間帯において、騒いだり、大きな声を出されると近隣住民への迷惑となりますので、声

量を落とし、静かにお過ごしください。 

 

○バーベキューハウス（利用時間２１時まで）の利用を希望される場合は、予約時および利用許可書

提出時に申し出てください。事前の申し出なく当日利用を希望される場合には対応しかねます。 

 

○グラウンドでのキャンプファイヤーを行う場合には、事前に消防署への届け出が必要となります。

希望される場合は事前に芽室町教育委員会までご相談ください。 

 

○ご利用いただいた施設については、退館前に各自清掃いただくよう、お願いします。ゴミの回収

は行っておりませんので、各自でお持ち帰りください。 

 

○施設の設備・備品を破損、または紛失した場合には、管理人までお知らせください。原状回復にか

かる費用を請求させていただきます。 

 

【新型コロナウイルス感染症に関連した注意事項（令和２年１１月～）】 

○３密（密閉・密集・密接）を避けるため、人と人との距離をとり、こまめに換気をしてください。 

 

○マスクの着用や、口や鼻をハンカチなどでおさえる「咳エチケット」を心がけてください。 

 

○来館時、退館時はこまめに手洗い、手指消毒をしてください。 

 

○体調が悪いときはご利用を控えてください。 

  

○使用責任者は誰が使用したかわかるように氏名と連絡先を記した名簿を作成し、かっこう利用後

1 か月は保管願います。また、使用者に対してこの情報が保健所等の公的機関へ提供される可能

性があることを事前に周知しておいてください。 

 

○施設内で食事をする際は、向かい合わないよう注意してください。 

 

○調理室の調理器具や食器等を利用した場合は、洗浄後、室内に備え付けられている消毒液を散布

し、元の位置に戻してください。  

 


